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は し が き 

 
「船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務手順書」は、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳが提供している船積確認事項登録 

関連業務である「ＡＣＬ０１」及び「ＡＣＬ０２」を利用するにあたり、その概要から各項目の入力方法、

及び当該情報を利用して船会社またはＮＶＯＣＣがＢ／Ｌを作成するために必要となる基本的な共通事項

をまとめたものです。 

 

船積確認事項登録関連業務につきましては、海貨業者や通関業者が海上貨物の輸出に際し、Ｂ／Ｌ作成に

必要な情報（いわゆる「ドックレシート（Ｄ／Ｒ）」や「Ｂ／Ｌインストラクション（Ｂ／Ｉ）」、「シッピン

グアプリケーション（Ｓ／Ａ）」などと呼ばれる書類）を電子情報として船会社またはＮＶＯＣＣに提出す

ることにより、Ｂ／Ｌ作成に係る情報処理の迅速化・効率化を図るとともに船積関係書類の電子化を積極的

に推し進めていくことを目的として開発されました。 

 

その後、より多くの方に広く船積確認事項登録関連業務を利用していただくため、平成１２年に（社）日

本通関業連合会及び各関係業界の協力により本手順書を作成し、以降、本業務のプログラム改変に合わせて

関係業界が集まり、船積関係手続きの電子化を推進すべく平成１６ 年３月、平成１７ 年６月及び平成２０ 

年８月と改訂を行ってきたところです。 

 

なお、本手順書はあくまでも標準的な手順をまとめたものであり、個々の船会社、ＮＶＯＣＣの事情によ

り特別な入力及び運用を行う必要がある場合には、適宜ブッキング船会社またはブッキングＮＶＯＣＣの担

当者と打合せの上ご利用くださるようお願い申し上げます。 

 

今後も、更なる利用促進のため、本手順書の見直しを随時行っていくとともに、利用者のニーズにお応え

できるよう各関係業界と協力しながら利用率向上に取り組んでいく所存です。 

 
本手順書は、以下の関係者の協力により作成されたものです。 
 
 
 
（社）日本船主協会 
外国船舶協会 
（社）日本通関業連合会 
日本海運貨物取扱業会 
（社）日本貿易会 
（社）日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会  
輸出入・港湾関連情報処理センター（株） 
  



 
船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務手順書  平成２３年２月版  改訂履歴 

改訂月 ページ 改訂箇所 改訂内容 

旧 新 

第3版／2011年6月 2 コンテナ貨物の輸出・全体フ

ロー図 

業務フロー（NACCS処理） 

⑤ACLのフローに「CLP」と記載 

業務フロー（NACCS処理） 

⑤ACLのフローの「CLP」を削除 

第2版／2011年3月 

 

※3月20日付 

プログラム変更に伴

う改訂 

1,20,28,34,

40 

ＡＣＬ０１項目名  (項目名)  ＣＹ 

【項番16】ＣＹコード 

(項目名) ＣＹ・ＣＦＳ 

【項番16】ＣＹ・ＣＦＳコード 

20 ＡＣＬ０１業務入力項目表 

(入力条件/形式などの留意事

項) 

【項番11】通知先コード（１） 

貨物の搬入先の「利用者コード」を入

力する。 

【項番11】通知先コード（１） 

(１) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・

ＮＶＯＣＣが指定する通知先があればその「利

用者コード」を入力する。 

(２) ＡＣＬ情報の受信を希望する相手先があれ

ばその「利用者コード」を入力する。 

注：貨物の搬入先への通知は本欄ではなく項番

16【ＣＹ・ＣＦＳコード】欄に保税地域コード

を入力することにより行う。 

（２０１１年３月下旬プログラム変更） 

【項番16】ＣＹコード 

貨物の搬入先の保税地域コードを入力

する。 

【項番16】ＣＹ・ＣＦＳコード 

貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。

注：ＣＹ・ＣＦＳ欄に入力された保税地域コー

ドに係るＮＡＣＣＳ利用者コード宛てにＡＣＬ

情報を送信します。 

(２０１１年３月下旬プログラム変更) 

17～19 ＡＣＬ１２項目名 【項番5】 ハウス用船会社コード 【項番5】 ＮＶＯＣＣ・混載コード 

23,31,37,43 ＡＣＬ０１項目名 【項番110】ハウス用船会社コード 【項番110】ＮＶＯＣＣ・混載コード 

46～51 ＡＣＬ０１業務出力情報 

（サンプル版） 

なし 【仮登録】ＳＡＴ１７９（本情報） 

【仮登録】ＳＡＴ１８０（記号番号情報） 

81～86 ＡＣＬ０２業務出力情報 

（サンプル版） 

なし 【仮登録】ＳＡＴ１８１（本情報） 

【仮登録】ＳＡＴ１８０（記号番号情報） 

【仮登録】ＳＡＴ１８２（車台番号等情報） 
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１．「船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務」の概要 

 

(1) 「船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務」とは何か 

 

「船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務」（以下、「ＡＣＬ業務」という。）は、海運貨物取扱業者（以

下「海貨業者」という。）、通関業者及びＮＶＯＣＣが、船会社又はＮＶＯＣＣや貨物の搬入先ＣＹ・

ＣＦＳ、船会社やＮＶＯＣＣが指定する代理店などに対して、Ｂ／Ｌの作成に必要な情報 
＊をＳｅ

ａ-ＮＡＣＣＳで送信する業務です。併せて、輸出者などを「通知先」として指定することで、荷主

企業など関係先にも同時に情報を送信することができます。 

本業務を利用することにより、従来、紙媒体やＦＡＸにより行っていた情報のやり取りが不要と

なります。また、受信者である船会社・ＮＶＯＣＣは、Ｂ／Ｌ作成時に電子データの二次利用が可

能となります。 

 

【ＡＣＬ業務のイメージ図】  船会社(またはNVOCC)は
ACL情報を利用して 

B/Lを作成する 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 いわゆる「ドックレシート（Ｄ／ ）」や「Ｂ／Ｌインストラクション（Ｂ／Ｉ）」、「シッピングアプリケーション

 

＊ Ｒ

（Ｓ／Ａ）」などと呼ばれる書類 

 

 

船会社
（またはNVOCC） 

自社システム

海貨業者や 
NVOCC等が 

ACL情報を送信する 
B/L

NACCS 

通知先1 (船会社（またはNVOCC）が指示する代理店等があれば入力) 

通知先2 (輸出者などの関係先を任意で入力)

ＣＹ・ＣＦＳ欄に入力された保税地域コード
（ACL01のみに対応） 

※ ２０１１年３月下旬のプログラム変更で送信先として追加。

※

 
なお、ＣＹ・ＣＦＳ欄に入力された保税地域コードに係る 
ＣＹや保税蔵置場等がＮＡＣＣＳ不参加である場合、当該 
ＣＹや保税蔵置場等にはＡＣＬ情報は送信されません。 
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【コンテナ貨物の輸出・全体フロー図】 

全てＳｅａ－ＮＡＣＣＳで処理する場合 

 
① 荷主企業等は船会社(またはＮＶＯＣＣ)にブッキングを行い、船会社(またはＮＶＯＣＣ)はブッキング番号を払い出す。 

業務フロー（ＮＡＣＣＳ処理）

税関

荷主企業

CY

船会社

輸出許可
通知情報

① Booking

⑥

②

⑤

③

④
保税蔵置場
（ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ）

海貨業者通関業者

SIR

IVAEDC

VAN CLP情報

D/R情報

船積確認
事項情報

Ｂ/Ｌ

ECR

ACL

B/L作成
情報

ACL情報の流れ

その他NACCS情報の流れ

NVOCC

N
VO

CC

取
扱
貨
物

船
会
社
取
扱
貨
物

② 荷主企業等は「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）業務」・「インボイス・パッキングリスト情報登録（ＩＶＡ）業務」を行う。
海貨業者は荷主企業からの情報に基づき関係書類を作成する。 

③ 通関業者等は「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）業務」及び「輸出申告（ＥＤＣ）業務」を行う。 
④ 保税蔵置場は「バンニング情報登録（ＶＡＮ/ＶＡＥ）業務」を行う。これによりＣＬＰ情報がＣＹへ送信される。 
⑤ 海貨業者等は「船積確認事項登録（ＡＣＬ）業務」を行う。これによりＢ／Ｌ作成情報等が船会社(またはＮＶＯＣＣ)、

ＣＹ等に送信される。（※この時、②、③、④の上流情報の流用が可能） 
⑥ 船会社(またはＮＶＯＣＣ)は⑤で受信した情報等を基にＢ／Ｌを作成し、荷主企業に発行する。 

 

全てマニュアル（紙媒体）により処理する場合 

 
① 荷主企業等は船会社(またはＮＶＯＣＣ)にブッキングを行い、船会社(またはＮＶＯＣＣ)はブッキング番号を払い出す。

荷主企業等は「シッピングインストラクション（Ｓ／Ｉ）」「インボイス（Ｉ／Ｖ）」「パッキングリスト（Ｐ／Ｌ）」を作
成し、海貨業者に送付する、あるいは荷主企業からの情報に基づき海貨業者がそれらの書類を作成する。 

業務フロー（マニュアル処理）

税関 CY

船会社

保税蔵置場
（ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ）

海貨業者

NVOCC
荷主企業

通関業者

Ｂ/Ｌ

Ｓ/Ｉ

Ｉ/Ｖ

Ｐ/Ｌ

輸出
申告書

Ｄ/Ｒ
ＣＬＰ

Ｅ/Ｄ
搬入票

Ｄ/Ｒ

ＣＬＰ

Ｄ/Ｒ

輸出
許可書

書類の流れ

船会社取扱
貨物の場合

NVOCC取扱
貨物の場合

S/I :Shipping Instruction

I/V :Invoice

P/L :Packing List

D/R :Dock Receipt
CLP :Container Load Plan
E/D :Export Declaration

① Booking

⑥

②

④

④‘

⑤

③

② 通関業者は輸出申告書を作成後、税関に提出し、輸出許可書を取得する。 
③ 海貨業者等はＣＹに「ドックレシート（Ｄ／Ｒ）」「輸出許可書（Ｅ／Ｄ）」「ＣＬＰ」「搬入票」などを提出する。 

④’ＮＶＯＣＣ取扱貨物の場合は、海貨業者等はＮＶＯＣＣに「ドックレシート（Ｄ／Ｒ）」を提出する。 
④ ＣＹは船会社に「ドックレシート（Ｄ／Ｒ）」「ＣＬＰ」を送付する。 
⑤ 船会社は⑤(ＮＶＯＣＣは④')で受領した情報等を基にＢ／Ｌを作成し、荷主企業に発行する。 
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(2) ＡＣＬ業務を行うメリット 

・迅速かつ正確なＢ／Ｌ作成 

船会社又はＮＶＯＣＣは、受信した電子情報を自社システムに取込むことによりＢ／Ｌの作成

に利用できます。入力作業が不要となることにより、紙媒体で受信した情報からＢ／Ｌ作成を行

うのに比べ、タイプミスを防止し業務効率化を図ることができます。 

 

・業務の標準化 

送信者は、送信先の船会社やＮＶＯＣＣが指定する個別の書式や手順にあわせて情報を提供す

る必要がありましたが、ＡＣＬ業務により業務の標準化を図ることができます。 

 

・ペーパーレスによる業務の効率化 

ＡＣＬ情報を送受信することにより、紙媒体のやり取りやＦＡＸなどによる情報送受信が不要

となりペーパーレスによる業務の効率化が期待できます。 

 

・情報の流用による入力業務の省力化 

送信者は、前回使用したＡＣＬ情報を保存しておき、その都度流用することにより入力業務を

省力化できます。また、「呼出し業務」を利用することにより、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳに登録されて

いる貨物情報や通関情報、コンテナ情報などの上流情報を呼出してＡＣＬ業務に流用することが

できます。 

 

【船積確認事項登録呼出し（ＡＣＬ１１）業務のイメージ】 

船積確認事項ＤＢ

貨物情報ＤＢ

ACL01
ACL02

SIR
船積指図書
情報登録

ECR
輸出貨物
情報登録

①積載予定船舶コード

②積出港、③航海番号

④船会社、⑤ブッキング番号

N S/I番号

輸出貨物管理番号

輸出申告ＤＢ

VAN/VAE
ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ
情報登録

EDC
輸出申告

輸出申告番号

船積確認事項登録

ＡＣＬ01

ＡＣＬ02

情報の流用のイメージ図 ACL11で呼出すために必要なＫｅｙ項目

「ＡＣＬ01」のみ対応

輸出者等が登録した情報

既に登録済の電文

 

また、ハウスＢ／Ｌ単位で登録されたＡＣＬ情報を「船積確認事項登録（ハウス単位）」    

（ＡＣＬ１２）業務で呼出し、マスターＢ／Ｌ情報に流用することも可能です。 

 

・便利なカスタマイズ機能 

送信者及び受信者は、帳票レイアウトを自由にカスタマイズすることにより、必要な情報のみ

出力することが可能です。貨物の搬入先のＣＹ・ＣＦＳなどに紙媒体を提出することが求められ

る場合には、送信した情報をカスタマイズしたレイアウトで印刷し、Ｄ／Ｒなどに代わる書類と

して利用することもできます。 
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(3) ＡＣＬ業務のメニュー 

ＡＣＬ業務には、内容を登録、送信するための「登録」業務、登録した情報を呼出すための「呼

出し」業務及び登録内容を確認するための「照会」業務があります。 

「登録」業務には、コンテナ船用の「船積確認事項登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）業務」（以

下、「ＡＣＬ０１業務」という。）と、在来船及び自動車船用の「船積確認事項登録（在来船用）    

（ＡＣＬ０２）業務」（以下、「ＡＣＬ０２業務」という。）があります。 

「呼出し」業務には、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳに登録済みの船積確認事項情報や貨物情報、輸出申告

情報を呼出す「船積確認事項登録呼出し（ＡＣＬ１１）業務」（以下、「ＡＣＬ１１業務」という。）

と、「ＡＣＬ０１業務」で登録されたハウスＢ／Ｌ単位のＡＣＬ情報を呼出す「船積確認事項登録呼

出し（ハウス単位）（ＡＣＬ１２）業務」（以下、「ＡＣＬ１２業務」という。）があります。「ＡＣＬ

１１業務」は、登録済みのＡＣＬ０１・ＡＣＬ０２情報を訂正または取消すため、登録済みの情報

を呼出すこともできます。 

「照会」業務には、「ＡＣＬ０１業務」または「ＡＣＬ０２業務」で登録された内容を照会する「船

積情報照会（ＩＡＬ）業務」（以下、「ＩＡＬ業務」という。）があります。 

 

ACL01 
（船積確認事項登録（コンテナ船用）） 

コンテナ船への輸出貨物の船積みに際し、Ｂ／Ｌ作成に必要な情報の登

録及び通知を行う。 なお、情報の登録のみを行い通知をしない「仮登録」

も可能。 

ACL02 
（船積確認事項登録 （在来船用）） 

在来船・自動車船への輸出貨物の船積みに際し、Ｂ／Ｌ作成に必要な情

報の登録及び通知を行う。なお、情報の登録のみを行い通知をしない「仮

登録」も可能。 

ACL11 
（船積確認事項登録呼出し） 

ＡＣＬ０１またはＡＣＬ０２に先立ち、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳに登録され

ている情報を呼び出す。また、通知済み情報の訂正・.取消しの際も本業

務より行う。 

ACL12 
（船積確認事項登録（ハウス単位）呼出し）

ＡＣＬ０１業務にて登録されたハウスＢ／Ｌ単位の船積情報を本業務に

より呼出し、マスターＢ／Ｌ情報に流用する。複数のハウスＢ／Ｌ情報

を一つのマスターＢ／Ｌ情報にまとめることも可能。 

IAL  
（船積情報照会） 

ＡＣＬ０１またはＡＣＬ０２で登録された船積情報の内容を、本船・積

出港・航海番号・船会社及びブッキング番号単位で照会する。 

 

(4) ＡＣＬ業務の送信先 

ＡＣＬ情報は、ＡＣＬ０１業務またはＡＣＬ０２業務において「船会社」欄及び「通知先」欄に

入力された各種コード宛てに送信されます。 

「船会社」欄にはブッキング船会社またはＮＶＯＣＣの「船会社（ＳＣＡＣ）コード」等を入力

します。 

「通知先」欄には送信先の「利用者コード」を入力します。送信先は、船会社またはＮＶＯＣＣ

が指定する貨物搬入先のＣＹ・ＣＦＳ※ や代理店となります。また、任意で輸出者等を通知先に指

定することで他の関係者に対しても同時に情報を送信することができます。 

 

ＡＣＬ０１業務においては、「ＣＹ・ＣＦＳ」欄に入力されたＣＹ・ＣＦＳの保税地域コード宛て

にもＡＣＬ情報を送信するよう２０１１年３月下旬にプログラム変更します。（なお、ＣＹ・ＣＦＳ

欄に入力された保税地域コードに係るＣＹや保税蔵置場等がＮＡＣＣＳ不参加である場合、当該Ｃ

Ｙや保税蔵置場等にはＡＣＬ情報は送信されませんのでご注意ください。） 
※ プログラム変更後は「通知先」欄ではなく「ＣＹ・ＣＦＳ」欄に保税地域コードを入力します。

なお、「ＣＹ・ＣＦＳ」欄に入力した保税地域コードの利用者と「通知先」の利用者コードが同

じであっても、情報は重複せず１件しか送信されません。 
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(5) ＡＣＬ業務のその他機能 

ＡＣＬ業務には、次のような機能があります。 

 

帳票のカスタマイズ 

ＡＣＬ業務の出力情報を、利用者側の運用に合わせて自由にカスタマイズし、オリジナルレイア

ウトで出力することができます。また、カスタマイズパターンファイルのファイル名の先頭４文字

に「船会社（ＳＣＡＣ）コード」を付すことで、送信先の船会社またはＮＶＯＣＣ毎にレイアウト

を自動的に選択する「カスタマイズ帳票の自動選択」機能を設定することも可能です。 

 

詳細につきましては、センターＨＰの「ＡＣＬ帳票カスタマイズマニュアル」をご参照ください。 

参照ＵＲＬ：http://www.naccscenter.com/keijiban/sea/pub/index.html 

 

（例）ＡＣＬ帳票 ＳＡＴ０４９０ 

 

 

×

×
「品名」欄を1ページ目へ繰り上げ

「着荷通知先2」欄
を削除

「着荷通知先3」
欄を削除

上部へ
移動
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